
<上表の見方>
　・下段（　）内の数値は、健全化判断比率については稲敷市の早期健全化基準を、資金不足比率につい
    ては各公営企業の経営健全化基準を示します。
　・「－」は当該比率が生じていないことを示します（実質赤字比率及び連結実質赤字比率においては赤字
　　額がないこと、資金不足比率については資金不足額がないこと、つまり、黒字又は資金剰余の状態で
　　あることによります）。参考までに、黒字額及び資金剰余額は次のとおりですが、実質赤字比率及び連
    結実質赤字比率については、下段（　）内に負の値として表示しました。

（※）標準財政規模：　地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模を表します。
　　稲敷市の令和4年度の標準財政規模は次のとおりです。
　　　標準税収入額等 7,072,440千円　＋　普通交付税額 6,228,501千円　＋
　　　臨時財政対策債発行可能額 210,217千円　= 13,511,158千円

区　　分
平成３０年度決算
に基づく算定値

令和元年度決算に
基づく算定値

令和２年度決算に
基づく算定値

令和３年度決算に
基づく算定値

令和４年度決算に
基づく算定値

資
金
剰
余
額

水道事業 1,476,7201,285,303 1,464,145 1,451,466

-

1,508,062

工業用水道事業 158,692140,258 145,401 150,189 154,697

(-22.51) (-23.29)

農業集落排水事業

健全化判断比率・資金不足比率について

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づき、「健全化判断比率」及び
「資金不足比率」の算定を行いましたので、同法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により公表いた
します。

◆稲敷市の健全化判断比率・資金不足比率
単位：％

区　　分
平成３０年度決算
に基づく算定値

令和元年度決算に
基づく算定値

令和２年度決算に
基づく算定値

令和３年度決算に
基づく算定値

令和４年度決算に
基づく算定値

－
（12.90）

－
（12.94）

－
（12.95）

－
（12.91）

実質公債費比率
9.0

（25.0）
8.3

（25.0）
8.7

（25.0）
－

（350.0）
－

（350.0）
12.4

（350.0）
13.3

（350.0）
15.9

（350.0）

－
（12.87）

連結実質赤字比率
－

（17.90）
－

（17.94）
－

（17.95）
－

（17.91）
－

（17.87）
8.9

（25.0）
8.6

（25.0）

実質赤字比率

資
金
不
足
比
率

水道事業
－

(20.0)
－

(20.0)
－

（20.0）
－

（20.0）
－

（20.0）

工業用水道事業
－

(20.0)
－

(20.0)
－

（20.0）
－

（20.0）
－

（20.0）

下水道事業
－

(20.0)
－

(20.0)
－

(20.0)
－

（20.0）
－

（20.0）

健
全
化
判
断
比
率 将来負担比率

単位：千円，％

黒
字
額

実質赤字比率
932,996617,284 609,844 904,821 1,049,129

(-6.90)(-4.72) (-4.68) (-6.72) (-7.57)

連結実質赤字比率
3,136,5862,277,348 2,591,749 3,027,730 3,226,342

(-23.21)(-17.44) (-19.91)

-31,270 - -

下水道事業 306,763- 153,299 248,166

公共下水道事業 -40,575 - - -

283,207

◆財政健全化法とは？

　従来の再建法制では、地方公共団体の普通会計（地方公共団体本体の会計）において赤字額が標準財政
規模（※）の20%を超えるといきなりレッドカードが出て財政再建団体となり、イエローカードともい
える注意喚起の段階がありませんでした。また、特別会計や企業会計にいくら累積赤字があっても財政再
建団体とはならず、地方公共団体全体の財政の姿を反映したものではありませんでした。
　財政健全化法では、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、特別
会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体の財政状況をより明らかにしようとするものです。

資料１
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 【同意無】

 【同意有】

→

・

・

・

○財政健全化法と従来制度との比較は？

財
　
政
　
健
　
全
　
化
　
法

健全段階 財政の早期健全化 財政の再生

指標の整備と 自主的な改善努力 国等の関与による

情報開示の徹底 による財政健全化 確実な再生

・
フロー指標：実質赤字比
率、連結実質赤字比率、実
質公債費比率

・ 財政健全化計画の策定（議
会の議決）、外部監査の要
求の義務付け

・ 財政再生計画の策定（議会の議決）、
外部監査の要求の義務付け

・ 財政再生計画は、総務大臣に協議
し、同意を求めることができる

・ ストック指標：将来負担比率
＝公社・三セク等を含めた
実質的負債による指標

・ 実施状況を毎年度議会に報
告し公表 ・ 災害復旧事業等を除き、地方債の起

債を制限

・ 早期健全化が著しく困難と
認められるときは、総務大臣
又は知事が必要な勧告

監査委員の審査に付し議
会に報告し公表

・ 収支不足額を振り替えるため、償還
年限が計画期間内である地方債（再
生振替特例債）の起債可

・ 財政運営が計画に適合しないと認め
られる場合等においては、予算の変
更等を勧告

健
全
財
政

財
政
悪
化

従
　
来
　
の
　
制
　
度

＜従来制度の課題＞ 地方財政再建特別措置法

　赤字団体が申出により、財政再建計画
　を策定（総務大臣の同意が必要）分かりやすい財政情報の開示等が不十分

再建団体の基準しかなく、早期是正機能がない
※ 赤字比率が５％以上の都道府県、２

０％以上の市町村は、法に基づく財政
再建を行わなければ建設地方債を発
行できない

・ 普通会計を中心にした収支の指標のみで、ストック（負債等）の財
政状況に課題があっても対象とならない

公営企業にも早期是正機能がない等の課題 公営企業もこれに準じた再建制度

（地方公営企業法）

○財政の健全度を判断するには？

　
　４つの指標で判断します。
　
　　　(1) 実質赤字比率･････････普通会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
　　　(2) 連結実質赤字比率･････全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
　　　(3) 実質公債費比率･･･････一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合
　　　(4) 将来負担比率･････････一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合

　　また、公営企業は次の指標で判断します。
　
　　　(5) 資金不足比率･････････資金不足額が事業規模に占める割合

　
　　　これらの指標は、平成19年度決算に基づき算定したものから公表する義務が生じます。
　　また、平成20年度からは、これらの指標のいずれか1つが基準を超えた場合には、早期健全化
　　計画、財政再生計画又は経営健全化計画の策定が義務付けられております。

公営企業の早期健全化
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・資金不足比率は各公営企業会計ごとに算定します。
　 　 ・「稲敷市浮島財産区特別会計」及び「稲敷市古渡財産区特別会計」は、財産区が稲敷市とは異なる

 　   法人格を有するため、財政健全化法の対象とはなりません。

○判断の基準は？

※１　市町村の早期健全化基準は財政規模に応じて異なります。
※２　将来負担比率には財政再生基準は設けられておりません。

公
営
事
業
会
計

介 護 保 険 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計

　
　４つの指標で判断します。
　
　　　(1) 実質赤字比率･････････普通会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
　　　(2) 連結実質赤字比率･････全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
　　　(3) 実質公債費比率･･･････一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合
　　　(4) 将来負担比率･････････一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合

　　また、公営企業は次の指標で判断します。
　
　　　(5) 資金不足比率･････････資金不足額が事業規模に占める割合

　
　　　これらの指標は、平成19年度決算に基づき算定したものから公表する義務が生じます。
　　また、平成20年度からは、これらの指標のいずれか1つが基準を超えた場合には、早期健全化
　　計画、財政再生計画又は経営健全化計画の策定が義務付けられております。

○財政健全化法における財政指標の対象範囲

稲

敷

市

一般会計 普
通
会
計

特

別

会

計

公 平 委 員 会 特 別 会 計

基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

広
域
連
合

江 戸 崎 地 方 衛 生 土 木 組 合 （ 清 掃 ・ 火 葬 斎 場 ）

稲敷地方広域市町村圏事務組合（広域消防等）

龍 ヶ 崎 地 方 衛 生 組 合 （ し 尿 処 理 ）

茨 城 租 税 債 権 管 理 機 構 （ 徴 税 事 務 ）

茨 城 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 （ 医 療 ）

茨城県市町村総合事務組合（退職手当支給等）

地
方
公
社
・

三
セ
ク
等

稲敷市が損失補償等を行っている道路公社、土地
開発公社及び第三セクター等がないため、次の公
的信用保証のみが対象となります。

茨 城 県 信 用 保 証 協 会 （ 公 的 信 用 保 証 ）

　   いずれかの早期健全
　化基準を超えると「早期健全
　化団体」に、それより悪い財
　政再生基準を超えると「財政
　再生団体」となります。

　経営健全化基準を超え
た公営企業は、経営健全
化計画の策定が必要とな
ります。

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率 　※２

経営健全化基準
↓

公
営
企
業
会
計

下 水 道 事 業 会 計 （ 法 適 用 企 業 ）

水 道 事 業 会 計 （ 法 適 用 企 業 ）

工 業 用 水 道 事 業 会 計 （ 法 適 用 企 業 ）

資 金 不 足 比 率

<注>

早期健全化基準 財政再生基準
↓ ↓

実 質 赤 字 比 率 　　　※１

連結実質赤字比率 　　　※１

一
部
事
務
組
合
・

実
質
赤
字
比

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

11.25～15％

16.25～20％

25％

350％

20％

健全団体

35％

35％

財政再生
団体

早期健全化団体

20％

健全団体 経営健全化団体
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○早期健全化団体になると？

財政健全化計画を策定し、計画に基づく財政健全化を行います。

○財政再生団体になると？

財政再生計画を定め、計画に基づく財政再建に取り組むこととなります。総務大臣の許可が
　得られなければ地方債の起債ができなくなります。また、税金や公共料金の見直しなどを行わ
　ざるを得なくなります。

○計画の実施状況は？

計画の実施状況は毎年９月３０日までに公表する義務が生じます。取り組みが不十分な場
　合は、健全化団体では国または県が、市町村に対し必要な勧告を行うこととなります。財政再
　生段階においては国が市町村に対し予算や計画の変更などの措置を講ずるよう勧告し、より
　強く財政運営に関与することになります。

○議会や監査委員との関係は？

財政健全化法では、議会や監査委員の役割が重要になります。
　　　　(1) 各指標は、監査委員の審査を受けた上で議会に報告し、公表しなければなりません。
　　　　(2) 早期健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画を策定する際には、議会が議決し、
　　　　　　住民に公表されます。また、その実施状況を毎年度議会に報告し、公表しなければ

　　　 なりません。
　 (3) 早期健全化団体・財政再生団体は、計画を策定するにあたり、財政健全化のために
　　　 改善が必要と認められる事務の執行について外部監査を受けなければなりません。

○稲敷市の健全化判断比率の算定に用いた具体的な数値は？

健全化判断比率を算定するにあたり、実際に用いた数値については、次のファイルにより
　公表しております。

健全化判断比率の状況（PDFファイル）　←　稲敷市ＨＰの企画財政課のページ内に掲載
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